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取
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※
返
礼
品
と
し
て
商
品
等
を
出
荷
す
る
こ
と
に

よ
り
、
売
上
げ
拡
大
と
全
国
に
会
社
名
や
商

品
等
の
Ｐ
Ｒ
が
で
き
ま
す
。

※
ふ
る
さ
と
納
税
と
は
応
援
し
た
い
都
道
府
県
、

市
町
村
へ
の
寄
附
で
す
。
寄
附
を
し
た
方
は

確
定
申
告
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
税
額
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
津
別
町
で

は
寄
附
者
に
対
し
て
お
礼
の
品
と
し
て
町
の

特
産
品
等
を
お
送
り
し
て
お
り
ま
す
。

※
津
別
町
の
ふ
る
さ
と
納
税
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、

下
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
よ
り
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ふ
る
さ
と
納
税
で
特
産
品
を
全
国
に
Ｐ
Ｒ
し
ま
せ
ん
か
？

～
つ
べ
つ
ふ
る
さ
と
納
税
の
「
お
礼
品
」
を
募
集
い
た
し
ま
す
～

日 時 １月28日（土）

受付：午前９時 開会式：午前９時20分

場 所 町民スケートリンク（津別小グラウンド）

種 目 【個人】１人２種目まで参加できます。

・幼児、小学1・2年（男・女）100ｍ・200ｍ

・小学3～6年（男・女） 250ｍ・500ｍ・1000ｍ

・中学・高校（男・女） 500ｍ・1000ｍ

・一般女子 250ｍ・500ｍ

・一般男子 500ｍ・1000ｍ

・幼児～大人 まっすぐの５０ｍ《ほじょイス有無自由》

【チーム対抗リレー】男女問わず4名1組

・低学年の部（1年生～3年生）１人半周

・高学年の部（4年生～6年生）１人１周

・中学生、一般（高校生含）１人１周

【レクリエーション】全員（自由参加）

・氷上綱引き ・人間カーリング

申 込 小中学生は、1月23日（月）までに中央公民

館生涯学習課へ申し込みをしてください。幼児・一

般（高校生を含む）は、当日会場にて受付。

問い合わせ先 中央公民館生涯学習課 緯76－2713

日 時 ２月５日（日）

受付：午前9時 開会式：午前9時30分

開始：午前10時

場 所 津別ファミリースキー場（共和）

内容・対象（予定）

・幼児・小・中学生対象

オリンピック３大会出場

「川端絵美さん」のワンポ

イントレッスン、デュアル

レース

※親子参加可、幼児は親

子で参加してね。

・全参加者対象イベント企画

中！

参加費 無料

申 込 ２月１日（水）までに中央公民館へお申

し込みください。

問い合わせ先

中央公民館生涯学習課 緯76－2713

■高額介護合算療養費について

医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。

同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が

限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。

なお、手続きには市町村窓口への申請が必要となります。

○後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場合は、対象となりません。

○支給額が500円以下の場合は、支給されません。

◆自己負担限度額表 【１年分の自己負担額の計算期間：８月１日～翌年７月31日】

※１ 世帯全員が住民税非課税である方

※２ 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が０円（公的年金収入のみの場合、その受

給額が80万円以下）、または老齢福祉年金を受給している方

申̯༷͉ͦͥȂ༗࠲ছه Ⴂ৪֓ၷ担൚̤́͘申̱̩̺̯いȃࣞܢࢃ

自己負担額の

合計の基準額
区 分負担割合

67万円現役並み所得者３ 割

56万円一 般

１ 割 31万円区分衛
（※1）

住民税非課税世帯
19万円区分英

（※2）

《問 い 合 わ せ 先》
・北海道後期高齢者医療広域連合 緯011－290－5601

・役場保健福祉課 健康医療グループ 後期高齢者医療担当 緯76－2151(内線229)

健診の目的は、すでに病気になっている人を見つけることだけではありません。肥満や高血

圧、脂質異常、高血糖などの生活習慣病のリスクを見つけ、より早く生活習慣の改善を行うこと

で、生活習慣病の発症や悪化を予防します。

※津別病院での個別健診を受診することができます。詳しくは役場までお問い合わせください。

年に１度健診を受けましょう！
金 額（円）件数（件）年 度（年）

71,625,0002,059Ｈ２８年１２月１８日現在

27,043,0031,123Ｈ２７年度

1,070,35818Ｈ２６年度

〈津別町ふるさと納税寄附状況〉


